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市第２号議案 

   横浜市市税条例等の一部改正 

 横浜市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和５年５月24日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市市税条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市市税条例の一部改正） 

第１条 横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）の一部 

 を次のように改正する。 

第10条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規

定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を同項の規

定に基づく総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧す

ることができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載

された書面を」を、「市役所」の次に「。以下この条において同

じ。」を加え、「掲示して」を「掲示し、又は公示事項を納税地

所管の区役所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲

覧をすることができる状態に置く措置をとることによって」に改

める。  

 第27条第２項中「または」を「又は」に改め、「第 313 条」の 

次に「及び第 314 条」を加える。 

 第29条の４中「又は個別帰属法人税額」を削る。 

第31条の見出し中「徴収方法」を「徴収方法等」に改める。 

第33条の２第１項中「においては」を「には」に改め、「均等

割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含
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市第２号 

む。次項において同じ。）」を加え、「によって」を「により」

に改める。 

 第33条の５の２第１項中「第48条の９の12第３項」を「第48条

の９の13第３項」に、「においては」を「には」に改め、「及び

均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額

を含む。第３項及び第33条の５の６第１項において同じ。）」を

加え、「によって」を「により」に改める。 

第34条の２第２項中「規則の」を「法第 317 条の３第３項の規

定に基づく総務省令で」に改める。 

  第34条の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同

条第６項とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に、「第31 

7 条の３の２第４項」を「第 317 条の３の２第５項」に改め、同

項を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」を「第１項及び前

項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「 

第１項」に、「第 317 条の３の２第２項」を「第 317 条の３の２

第３項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

 ２ 前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場 

  合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年にお 

  いて当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告 

  書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書 

  を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の  

  後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動 

  がないときは、給与所得者は、法第 317 条の３の２第２項の規 

  定に基づく総務省令で定めるところにより、前項の規定により 
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市第２号 

 

 

 

 
  記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規 

  定による申告書を提出することができる。 

 第35条の２第７項中「が、法第 317 条の６第７項に規定する市

長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき報告書

の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前２項

の規定に基づき記載事項（同条第７項に規定する記載事項をいう

。以下この条において同じ。）を記録した光ディスク等（同条第

５項第２号に規定する光ディスク等をいう。以下この条において

同じ。）を提出した場合には」を「は」に、「記載事項を記録し

た光ディスク等」を「記載事項（同条第７項に規定する記載事項

をいう。次項及び第９項において同じ。）を記録した光ディスク

等（同条第５項第２号に規定する光ディスク等をいう。次項にお

いて同じ。）」に改める。 

 第73条第１号エ中「及び」を「、」に、「解放されている」を

「開放されている」に改め、「３輪のもの」の次に「及び道路運

送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条第１項第13

号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。  

附則第９条第１項中「第15項、第26項、第29項、第33項並びに

第34項」を「第14項、第25項、第28項、第32項並びに第33項」に

改め、同条第４項中「附則第15条第15項」を「附則第15条第14項 

」に改め、同条第５項から第７項までの規定中「附則第15条第26

項」を「附則第15条第25項」に改め、同条第８項中「附則第15条

第29項」を「附則第15条第28項」に改め、同条第９項中「附則第

15条第33項」を「附則第15条第32項」に改め、同条第10項中「附 

則第15条第34項」を「附則第15条第33項」に改め、同条第11項中 
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 「附則第15条第43項」を「附則第15条第42項」に改める。 

 附則第12条第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改める 

。 

 附則第13条の３の５の次に次の１条を加える。 

（大規模の修繕等が行われたマンションに対して課する固定資 

産税の減額の割合） 

第13条の３の６ 法附則第15条の９の３第１項に規定する条例で 

 定める割合は、２分の１とする。 

 附則第13条の６の４を附則第13条の６の５とし、附則第13条の  

６の３の次に次の１条を加える。 

 （大規模の修繕等が行われたマンションに対して課する固定資 

 産税の減額に関する申告） 

第13条の６の４ 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マ 

ンション（以下この条において「特定マンション」という。） 

に係る区分所有に係る家屋について同項の規定による固定資産 

税の減額を受けようとする納税義務者は、当該特定マンション 

に係る同項に規定する総務省令で定める工事が完了した日から 

３月以内に、同条第２項に規定する総務省令で定める書類を添 

付して、次に掲げる事項を記載した申告書により市長に申告し 

なければならない。 

(1) 納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称 

(2) 家屋の所在、建築年月日、床面積及び人の居住の用に供す 

る部分の床面積 

(3) 当該工事が完了した年月日 

(4) その他市長が必要と認める事項 
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附則第13条の７第１項中「「次条第１項」の次に「、第４項又

は第５項」を加え、「同条第１項において読み替えて準用する次

条第１項」を「条例附則第13条の８の２第１項において読み替え

て準用する次条第１項又は条例附則第13条の８の３第１項におい

て読み替えて準用する次条第４項若しくは第５項」に改める。 

附則第13条の８第１項中「第４項」とあるのは「条例附則第13

条の７第１項において読み替えて準用する第１項」の次に「又は

条例附則第13条の８の２第１項において読み替えて準用する次条

第１項若しくは条例附則第13条の８の３第１項において読み替え

て準用する次条第４項」を加え、「又は次条第１項若しくは第５

項」とあるのは「条例附則第13条の７第１項において読み替えて

準用する第１項」を「、次条第１項若しくは第５項若しくは附則

第15条の９の３第１項」とあるのは「条例附則第13条の７第１項

において読み替えて準用する第１項又は条例附則第13条の８の２

第１項において読み替えて準用する次条第１項若しくは条例附則

第13条の８の３第１項において読み替えて準用する次条第５項」

に改める。 

附則第13条の８の３第１項中「「第１項の」を「「第１項若し

くは次条第１項の」に改める。 

 附則第13条の９第１項中「令和５年３月31日」を「令和８年３

月31日」に、「附則第13条の６の４」を「附則第13条の６の５」

に改め、同条第２項中「附則第13条の６の４」を「附則第13条の

６の５」に改める。 

 附則第16条の６第３項を削る。 

 附則第17条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２     
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項中「令和２年４月１日から令和３年３月31日まで」を「令和４ 

年４月１日から令和８年３月31日まで」に、「令和３年度分」を 

「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に 

改め、同条第３項から第６項までを削り、同条第７項中「附則第 

30条第７項」を「附則第30条第３項」に改め、「３輪以上のガソ

リン軽自動車」の次に「（法第 446 条第１項第３号に規定するガ

ソリン軽自動車をいう。以下この項及び次項において同じ。）」

を加え、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月

31日」を「令和８年３月31日」に、「令和５年度分」を「、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第

３項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同号イ中「 3,900 円」とある

のは「 2,000 円」と、同号ウ中「 6,900 円」とあるのは「 3,500

円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第30

条第８項」を「附則第30条第４項」に改め、「、当該ガソリン軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別

割に限り」を削り、「令和５年３月31日」を「令和７年３月31日

」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

」を「同号イ中「 3,900 円」とあるのは「 3,000 円」と、同号ウ 

中「 6,900 円」とあるのは「 5,200 円」」に改め、同項を同条第 
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４項とする。 

 附則第18条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第３ 

項中「 100 分の10」を「 100 分の35」に改める。 

 （横浜市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 横浜市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年６月横

浜市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１条のうち横浜市市税条例第33条の５第２項後段の改正規定

及び第33条の５の７第２項後段の改正規定中「その特別徴収義務

者について法第17条から第17条の２の２までの規定の適用はない

ものとする」を「当該市町村徴収金関係過誤納金により、その納

税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託した

ものとみなす」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ  

 る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中横浜市市税条例（以下「条例」という。）第73条第 

  １号エの改正規定及び附則第７項（第１条の規定による改正後 

  の条例（以下「新条例」という。）第73条第１号エに係る部分 

  に限る。）の規定 令和５年７月１日 

(2)  第１条中条例第31条の見出しの改正規定、第33条の２第１項  

の改正規定（「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を  

行う森林環境税額を含む。次項において同じ。）」を加える部 

分に限る。）及び第33条の５の２第１項の改正規定（「及び均 

等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額 
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市第２号 

を含む。第３項及び第33条の５の６第１項において同じ。）」

を加える部分に限る。）並びに条例附則第18条第３項の改正規

定並びに附則第４項及び附則第７項（新条例附則第18条第３項

に係る部分に限る。）の規定 令和６年１月１日           

 (3)  第１条中条例第34条の３の改正規定及び附則第５項の規定  

 令和７年１月１日 

(4)  第１条中条例第10条の改正規定及び次項の規定 地方税法等 

 の一部を改正する法律（令和５年法律第１号。附則第３項にお 

 いて「改正法」という。）附則第１条第12号に掲げる規定の施 

 行の日 

 （公示送達に関する経過措置） 

２ 新条例第10条の規定は、前項第４号に掲げる規定の施行の日以  

後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達につい 

ては、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

３ 新条例第27条の規定は、令和５年４月１日以後に発生する改正

法第１条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第 226 号

）第 314 条第１項に規定する特定非常災害について適用する。 

４ 新条例第33条の２第１項及び第33条の５の２第１項の規定は、

令和６年度以後の年度分の個人の市民税及び森林環境税の特別徴

収について適用し、令和５年度分までの個人の市民税の特別徴収

については、なお従前の例による。 

５ 新条例第34条の３第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支 

払を受けるべき条例第33条の２第１項に規定する給与（以下この 

項において「給与」という。）について提出する条例第34条の３ 
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第１項に規定する申告書について適用し、同日前に支払を受ける 

べき給与について提出した同項に規定する申告書については、な 

お従前の例による。 

６ 新条例第35条の２第７項の規定は、この条例の施行の日以後に

提出すべき同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出

すべき第１条の規定による改正前の条例（附則第８項において「

旧条例」という。）第35条の２第７項の規定による報告書につい

ては、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

７ 新条例第73条第１号エ、附則第17条及び附則第18条第３項の規 

定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適 

用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、なお 

従前の例による。 

８ 令和元年10月１日から令和３年12月31日までの間に取得された

旧条例附則第16条の６第３項に規定する３輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例に

よる。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

９ 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

10 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和５年度以後の

年度分の都市計画税について適用し、令和４年度分までの都市計

画税については、なお従前の例による。 
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   提 案 理 由 

地方税法の一部改正等に伴い、関係規定の整備を図る等のため、

横浜市市税条例等の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 市 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
 （ 公 示 送 達 の 方 法 ）                     

                      公 示 事 項 （ 同 条 第 
第 10 条  法 第 20 条 の ２ の 規 定 に よ る 公 示 送 達 は 、 
                       

 ２ 項 に 規 定 す る 公 示 事 項 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 
  

 同 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 不 特 定 多 数 の 者 
 

 が 閲 覧 す る こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る と と も に 、 公 示 事 
 

 項 が 記 載 さ れ た 書 面 を 
           納 税 地 所 管 の 区 役 所 （ 市 外 に 住 所 又 は 所 在 
 

 地 の あ る 特 別 徴 収 義 務 者 が 納 入 す べ き 個 人 の 市 民 税 及 び 県 民 税 （ 

 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 納 税 の 猶 予 に 係 る も の に 限 る 。）、 市 た ば こ 

                      。 以 下 こ の 条 に お 
 税 並 び に 入 湯 税 に 係 る も の に あ っ て は 、 市 役 所 
   

 い て 同 じ 。       掲 示 し 、 又 は 公 示 事 項 を 納 税 地 所 管 の 区 
      ） の 掲 示 場 に 
            掲 示 し て 

 役 所 に 設 置 し た 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 し た も の の 閲 覧 を す る 
 

 こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る こ と に よ っ て 
                       行 う も の と す る 
 

 。 

 （ 所 得 割 の 課 税 標 準 ） 

第 27 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

                 又 は   
２  前 項 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額    山 林 所 得 金 額 は 、 法 第 
                 ま た は 

    及 び 第 314 条 
 313 条       に 定 め る と こ ろ に よ っ て 算 定 す る 。 
 

 （ 法 人 税 割 の 税 率 ） 

                              
第 29 条 の ４  法 人 税 割 の 税 率 は 、 法 人 税 額           の 
                   又 は 個 別 帰 属 法 人 税 額 

 100 分 の 8.4 と す る 。 

         徴 収 方 法 等 
 （ 個 人 の 市 民 税 の      ） 
         徴 収 方 法   

第 31 条  （ 本 文 省 略 ） 
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 （ 給 与 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 特 別 徴 収 ）  

第 33 条 の ２  個 人 の 市 民 税 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に お い て 俸 給 、 給 

料 、 賃 金 、 歳 費 及 び 賞 与 並 び に こ れ ら の 性 質 を 有 す る 給 与 （ 以 下 

こ の 節 に お い て 「 給 与 」 と 総 称 す る 。） の 支 払 を 受 け た 者 で あ り 

、 か つ 、 当 該 年 度 の 初 日 に お い て 給 与 の 支 払 を 受 け て い る 者 （ 以 

 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 給 与 所 得 者 」 と い う 。） で あ る 場 合 

 に は     
      、 そ の 納 税 義 務 者 に 対 し て 課 す る 個 人 の 市 民 税 の う ち 
 に お い て は 

そ の 納 税 義 務 者 の 前 年 中 の 給 与 所 得 （ 法 第 292 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 

 規 定 す る 給 与 所 得 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） に 係 る 所 

          （ こ れ と 併 せ て 賦 課 徴 収 を 行 う 森 林 環 境 税 額 
 得 割 額 及 び 均 等 割 額 
 

 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。）              に よ 
               の 合 算 額 は 、 特 別 徴 収 の 方 法 
                            に よ 

 り   
   徴 収 す る 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 に よ り 特 別 徴 収 を 行 う こ と が  
 っ て  

                          に は     
 適 当 で な い と 市 長 が 認 め る 場 合      、 特 別 徴 収 の 方 法 に よ   

             に お い て は  

 ら な い こ と が で き る 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 特 別 徴 収 ） 

第 33 条 の ５ の ２  個 人 の 市 民 税 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に お い て 公 的 

年 金 等 の 支 払 を 受 け た 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 年 度 の 初 日 に お い て 

老 齢 等 年 金 給 付 （ 法 第 321 条 の ７ の ２ 第 １ 項 の 老 齢 等 年 金 給 付 を   

い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） の 支 払 を 受 け て い る 年 齢 65 歳 

      第 48 条 の ９ の 13 第 ３ 項 
 以 上 の 者 （ 政 令           に 定 め る 者 を 除 く 。 以 下 こ 

      第 48 条 の ９ の 12 第 ３ 項 

 の 節 に お い て 「 特 別 徴 収 対 象 年 金 所 得 者 」 と い う 。） で あ る 場 合 

 に は     
    、 そ の 納 税 義 務 者 に 対 し て 課 す る 個 人 の 市 民 税 の う ち 

 に お い て は 

 そ の 納 税 義 務 者 の 前 年 中 の 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 に 係 る 所 得 割 額 

       （ こ れ と 併 せ て 賦 課 徴 収 を 行 う 森 林 環 境 税 額 を 含 む 
 及 び 均 等 割 額 
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市第２号 

 

 

 

 

 。 第 ３ 項 及 び 第 33 条 の ５ の ６ 第 １ 項 に お い て 同 じ 。）  
                       の 合 算 額 （ 

 

そ の 納 税 義 務 者 に 係 る 均 等 割 額 を 第 33 条 の ２ 第 １ 項 本 文 の 規 定 に 

        に よ り        に は     
 よ り 特 別 徴 収 の 方 法     徴 収 す る 場 合      、 公 的 年 金 

        に よ っ て       に お い て は 

等 に 係 る 所 得 に 係 る 所 得 割 額 。 以 下 こ の 条 及 び 第 33 条 の ５ の ６ に

お い て 同 じ 。） の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に 100 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て 、 そ の 額 が 100 円 未 満

で あ る と き は 100 円 と す る 。 以 下 こ の 節 に お い て 「 年 金 所 得 に 係

る 特 別 徴 収 税 額 」 と い う 。） を 当 該 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の 10 月

１ 日 か ら 翌 年 の ３ 月 31 日 ま で の 間 に 支 払 わ れ る 老 齢 等 年 金 給 付 か 

                        に よ り   
 ら そ の 老 齢 等 年 金 給 付 の 支 払 の 際 に 特 別 徴 収 の 方 法     徴 収 
                        に よ っ て 

 す る 。 

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

第 34 条 の ２  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 本 文 の 場 合 に は 、 確 定 申 告 書 を 提 出 す る 者 は 、 そ の 確 定 申 

     法 第 317 条 の ３ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 
 告 書 に 、                       定 め る 
     規 則 の 

 と こ ろ に よ り 、 市 民 税 の 賦 課 徴 収 に 必 要 な 事 項 を 付 記 し な け れ ば 

 な ら な い 。 

 （ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ） 

第 34 条 の ３  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 提 出 す る 場 合 
 

 に お い て 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 が そ の 年 の 前 年 に お い て 
  

 当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 提 出 し た 同 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 （ そ 
 

 の 者 が 当 該 前 年 の 中 途 に お い て 次 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 当 該 給 
 

 与 支 払 者 を 経 由 し て 提 出 し た 場 合 に は 、 当 該 前 年 の 後 に 提 出 し 
 

 た 同 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 ） に 記 載 し た 事 項 と 異 動 が な い と き は 
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 、 給 与 所 得 者 は 、 法 第 317 条 の ３ の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 
 

 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 記 載 す べ き 事 項 に 
 

 代 え て 当 該 異 動 が な い 旨 を 記 載 し た 同 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 
 

 出 す る こ と が で き る 。 
 

３  第 １ 項 
     の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 し た 給 与 所 得 者 は 、 そ の 年 の 
２  前 項 

 中 途 に お い て 当 該 申 告 書 に 記 載 し た 事 項 に つ い て 異 動 を 生 じ た 場 

 合 に は 、 同 項 の 給 与 支 払 者 か ら そ の 異 動 を 生 じ た 日 後 初 に 給 与 

                 第 317 条 の ３ の ２ 第 ３ 項 
 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、 法            の 規 
                 第 317 条 の ３ の ２ 第 ２ 項   

 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 で 定 め る 事 項 を 

 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 し な 

 け れ ば な ら な い 。 

４  第 １ 項 及 び 前 項 
         の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 申 告 書 が 
３  前 ２ 項 

 そ の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 給 与 支 払 者 に 受 理 さ れ た と き は 、 そ の 

 申 告 書 は 、 そ の 受 理 さ れ た 日 に 市 長 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。 

５              第 ３ 項 
  給 与 所 得 者 は 、 第 １ 項 及 び    の 規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 の   
４              第 ２ 項   

                     第 317 条 の ３ の ２ 第 
 際 に 経 由 す べ き 給 与 支 払 者 が 電 磁 的 方 法 （ 法    
                     第 317 条 の ３ の ２ 第   

 ５ 項 
   に 規 定 す る 電 磁 的 方 法 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。）  
 ４ 項 

 に よ る 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 の 提 供 を 適 正 に 受 け る こ と が 

 で き る 措 置 を 講 じ て い る こ と そ の 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 

 定 め る 要 件 を 満 た す 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 

 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 申 告 書 の 提 出 に 代 え て 、 当 該 給 与 支 払 者 

 に 対 し 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 を 電 磁 的 方 法 に よ り 提 供 す 

 る こ と が で き る 。 

６                   第 ４ 項 
  前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る    の 規 定 の 適 用 に つ 
５                   第 ３ 項 

 い て は 、 同 項 中 「 申 告 書 が 」 と あ る の は 「 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 
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市第２号 

 

 

 

 

 項 を 」 と 、 「 給 与 支 払 者 に 受 理 さ れ た と き 」 と あ る の は 「 給 与 支 

 払 者 が 提 供 を 受 け た と き 」 と 、 「 受 理 さ れ た 日 」 と あ る の は 「 提 

 供 を 受 け た 日 」 と す る 。 

 （ 給 与 支 払 報 告 書 等 の 提 出 義 務 ） 

第 35 条 の ２  （ 第 １ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ） 

７  第 １ 項 、 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ っ て 報 告 書 （ 法 第 317 条 

 の ６ 第 ７ 項 に 規 定 す る 報 告 書 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 

                             は 
 ） を 提 出 す べ き 者 （ 前 ２ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 者 を 除 く 。）  
                             が 

                               
 、 法 第 317 条 の ６ 第 ７ 項 に 規 定 す る 市 長 の 承 認 を 受 け た 場 合 又 は 

                               
 こ れ ら の 規 定 に よ り 提 出 す べ き 報 告 書 の 提 出 期 限 の 属 す る 年 以 前 

                               
 の 各 年 の い ず れ か の 年 に お い て 前 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 記 載 事 項 （ 

                               
同 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 記 載 事 項 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 

                              
 。） を 記 録 し た 光 デ ィ ス ク 等 （ 同 条 第 ５ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 光 デ 

                               
 ィ ス ク 等 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 提 出 し た 場 合 に 

               記 載 事 項 （ 同 条 第 ７ 項 に 規 定 す 
 、 そ の 者 が 提 出 す べ き 報 告 書 の 
は               記 載 事 項 を 記 録 し た 光 デ ィ ス ク      

る 記 載 事 項 を い う 。 次 項 及 び 第 ９ 項 に お い て 同 じ 。） を 記 録 し た 
等                   

光 デ ィ ス ク 等 （ 同 条 第 ５ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 光 デ ィ ス ク 等 を い う 
 

。 次 項 に お い て 同 じ 。）  
           の 提 出 を も っ て 当 該 報 告 書 の 提 出 に 代 え 

 

る こ と が で き る 。 

   （ 第 ８ 項 及 び 第 ９ 項 省 略 ） 

 （ 種 別 割 の 税 率 ） 

第 73 条  種 別 割 の 税 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 軽 自 動 車 等 に 対 し 、 １ 

 台 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

 (1)  原 動 機 付 自 転 車   

   （ ア か ら ウ ま で 省 略 ） 
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  エ  ３ 輪 以 上 の も の （ 車 室 を 備 え ず 、 か つ 、 輪 距 （ ２ 以 上 の 輪 

   距 を 有 す る も の に あ っ て は 、 そ の 輪 距 の う ち 大 の も の ） が 

                、        開 放 さ れ て い 
   0.5 メ ー ト ル 以 下 で あ る も の   側 面 が 構 造 上 
                及 び       解 放 さ れ て い 

   る 
    車 室 を 備 え 、 か つ 、 輪 距 が 0.5 メ ー ト ル 以 下 で あ る ３ 輪 の 
   る 

     及 び 道 路 運 送 車 両 の 保 全 基 準 （ 昭 和 26 年 運 輸 省 令 第 67 号 
   も の 
   

   ） 第 １ 条 第 １ 項 第 13 号 の ６ に 規 定 す る 特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 
 
 

   車 
    を 除 く 。） で 、 総 排 気 量 が 0.02 リ ッ ト ル を 超 え る も の 又 は 
 

   定 格 出 力 が 0.25 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の   年 額   3,700 円 

   （ 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

   附  則 

 （ 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ） 

                       第 14 項 、 第 25 項 
第 ９ 条  法 附 則 第 15 条 （ 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 号 、     
                       第 15 項 、 第 26 項 

 、 第 28 項 、 第 32 項 並 び に 第 33 項 
              を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 
、 第 29 項 、 第 33 項 並 び に 第 34 項 

。）、 第 15 条 の ２ 、 第 15 条 の ３ 又 は 第 63 条 第 １ 項 に 規 定 す る 固 定 

資 産 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 

45 条 か ら 第 47 条 ま で 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ 

れ ぞ れ 法 附 則 第 15 条 か ら 第 15 条 の ３ ま で 又 は 第 63 条 第 １ 項 の 規 定

に 規 定 す る 額 と す る 。 

  （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

  附 則 第 15 条 第 14 項 
４  法         に 規 定 す る 家 屋 及 び 償 却 資 産 に 対 し て 課 す 

  附 則 第 15 条 第 15 項 

る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 、 第 46 条 又 は 

                  附 則 第 15 条 第 14 項 
第 130 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法         に 規 定 
                  附 則 第 15 条 第 15 項 

す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 家 屋 及 び 償 

却 資 産 に 係 る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 

格 に ２ 分 の １ （ 当 該 償 却 資 産 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 
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場 合 に あ っ て は 、 ５ 分 の ３ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 た だ し 、 同 

項 た だ し 書 に 規 定 す る 家 屋 及 び 償 却 資 産 に あ っ て は 、 当 該 家 屋 及 

び 償 却 資 産 に 係 る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 と な る べ

き 価 格 に ５ 分 の ２ （ 当 該 償 却 資 産 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 

け る 場 合 に あ っ て は 、 ２ 分 の １ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

  附 則 第 15 条 第 25 項 
５  法    に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 １ 号 に 掲 げ る も の 
   附 則 第 15 条 第 26 項 

に 限 る 。） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 

定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 

該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ２ 分 の １ （ 

当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 ３ 

分 の ２ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

 附 則 第 15 条 第 25 項 
６  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る も の 

  附 則 第 15 条 第 26 項 

に 限 る 。） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 

定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 

該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に 12 分 の ７ （ 

当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 ４ 

分 の ３ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

  附 則 第 15 条 第 25 項 
７  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 ３ 号 に 掲 げ る も の 
   附 則 第 15 条 第 26 項 

に 限 る 。） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 

定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 

該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ３ 分 の １ （ 

当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 ２

分 の １ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

   附 則 第 15 条 第 28 項 
８  法         に 規 定 す る 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 
   附 則 第 15 条 第 29 項 

 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 
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 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と 

 な る べ き 価 格 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

   附 則 第 15 条 第 32 項 
９  法         に 規 定 す る 固 定 資 産 に 対 し て 課 す る 固 定 資 
   附 則 第 15 条 第 33 項 

 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 、 第 46 条 又 は 第 130 条 

               附 則 第 15 条 第 32 項 
 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法         に 規 定 す る 年 度 
               附 則 第 15 条 第 33 項 

 分 の 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 固 定 資 産 に 係 る 固 定 

 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ３ 分 の １ （ 当 

 該 固 定 資 産 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 

 ２ 分 の １ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

   附 則 第 15 条 第 33 項 
10  法         に 規 定 す る 土 地 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 
   附 則 第 15 条 第 34 項 

 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 規 定 

         附 則 第 15 条 第 33 項 
 に か か わ ら ず 、 法         に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 
         附 則 第 15 条 第 34 項 

 税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 土 地 に 係 る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 

 画 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 

 。 

   附 則 第 15 条 第 42 項 
11  法         に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ６ 分 の １ 
   附 則 第 15 条 第 43 項 

 と す る 。 

 （ 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 特 例 ） 

第 12 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

         令 和 ８ 年 度 
２  昭 和 63 年 度 か ら      ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限 
         令 和 ５ 年 度 

 り 、 前 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の う ち 、 租 税 特 別 措 置 法 第 31 条 の ２ 

 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に つ い て 

 は 、 法 附 則 第 34 条 の ２ の 規 定 を 適 用 す る 。 

 （ 大 規 模 の 修 繕 等 が 行 わ れ た マ ン シ ョ ン に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 
 

 税 の 減 額 の 割 合 ） 
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第 13 条 の ３ の ６  法 附 則 第 15 条 の ９ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 
 

 め る 割 合 は 、 ２ 分 の １ と す る 。 
 

 （ 大 規 模 の 修 繕 等 が 行 わ れ た マ ン シ ョ ン に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 
 

 税 の 減 額 に 関 す る 申 告 ） 
 

第 13 条 の ６ の ４  法 附 則 第 15 条 の ９ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 マ ン 
 

 シ ョ ン （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 マ ン シ ョ ン 」 と い う 。） に 係 
 

 る 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 に つ い て 同 項 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 減 
 

 額 を 受 け よ う と す る 納 税 義 務 者 は 、 当 該 特 定 マ ン シ ョ ン に 係 る 同 
 

項 に 規 定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 工 事 が 完 了 し た 日 か ら ３ 月 以 内 に 
 

、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 書 類 を 添 付 し て 、 次 に 
 

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 に よ り 市 長 に 申 告 し な け れ ば な ら な 
 

い 。 
 

 (1)  納 税 義 務 者 の 住 所 又 は 所 在 地 及 び 氏 名 又 は 名 称 
 

 (2)  家 屋 の 所 在 、 建 築 年 月 日 、 床 面 積 及 び 人 の 居 住 の 用 に 供 す る 
 

  部 分 の 床 面 積 
 

 (3)  当 該 工 事 が 完 了 し た 年 月 日 
 

 (4)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 
 

（ 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 減 額 に 関 す る 申 

告 ） 

第 13 条 の ６ の ５ 
        （ 本 文 省 略 ） 
第 13 条 の ６ の ４ 

（ 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ７  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 は 、 昭 

和 57 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 の う ち 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か 

ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 耐 震 改 修 （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 

耐 震 改 修 を い う 。） が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に 
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つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 １ 項 中 「 こ の 条 か ら 

附 則 第 15 条 の 10 ま で 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 

」 と い う 。） 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 

こ の 項 及 び 次 項 」 と 、 「 基 準 （ 同 条 第 １ 項 に お い て 「 耐 震 基 準 」 

と い う 。）」 と あ る の は 「 基 準 」 と 、 「 こ の 項 か ら 」 と あ る の は 

「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 」 と 、 「 次    

   、 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項        条 例 附 則 第 13 条 の ８ 
 条 第 １ 項          」 と あ る の は 「 

                  同 条 第 １ 項 に お い て 

 の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 １ 項 又 は 条 例 附 則 
 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 １ 項 

第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 ４ 項 若 
 

 し く は 第 ５ 項 
     」 と 、 「 平 成 18 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 21 年 12 月 31 日 ま 

 

で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年

の 翌 年 の １ 月 １ 日 （ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 が １ 月 １ 日 で あ る

場 合 に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） を 賦 課 期 日 と す る

年 度 か ら ３ 年 度 分 、 当 該 耐 震 改 修 が 平 成 22 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 24

年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た

日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 」 と あ る の

は 「 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら 同 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合

に は 平 成 25 年 度 」 と 、 「 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」 と あ る の は 「

（ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」 と 、 「 耐

震 基 準 適 合 住 宅 （ 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 で あ る 耐 震 基 準 適 合 住 宅 を

い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る

の は 「 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に あ っ て は 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 の 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ

」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に

24



市第２号 

 

 

 

 

準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 限 る 。） に あ っ て は こ の 項 の

」 と あ る の は 「 限 る 。） に あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る こ の 項 の 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「

同 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町 村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条

第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 附 則 第 13 条 の ４ に 」 と 、

同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条

第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る

の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。 

  （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ８  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項 か ら 第 12 項 ま で の 規 定 は 、 平 

成 26 年 ４ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 等 （ 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る   

住 宅 及 び 同 条 第 10 項 に 規 定 す る 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 の 専 有 部 分 で 

同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の を い う 。 第 13 条 の ８ の ３ 第 

１ 項 に お い て 同 じ 。） の う ち 、 特 定 居 住 用 部 分 （ 法 附 則 第 15 条 の 

９ 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 居 住 用 部 分 を い う 。） に お い て 令 和 ４ 年 

４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 等 

（ 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 等 を い う 。） が 行 わ 

れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 

に お い て 、 同 条 第 ９ 項 中 「 こ の 項 か ら 第 11 項 ま で 及 び 次 条 第 ４ 項 

か ら 第 ６ 項 ま で 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と 

い う 。） 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 
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項 か ら 第 11 項 ま で 」 と 、 「 こ の 項 、」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に 

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 、」 と 、 「 第 １ 項 又 は 次 条 第 １ 

項 若 し く は 第 ４ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お 

             又 は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 
 い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 

               

 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 １ 項 若 し く は 条 例 附 則 第 13  
 

 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 ４ 項 
                         」 と 、 

 

「 既 に こ の 項 」 と あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お 

い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 次 項 」 と あ る の は 「 同 条

第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 項 」 と 、 「 第 ４ 項 の 規 定 の

適 用 が あ る 場 合 に は 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 前 の 額 と し 、 特 定 居 住

用 部 分 」 と あ る の は 「 特 定 居 住 用 部 分 」 と 、 「 あ っ て は こ の 項 」

と あ る の は 「 あ っ て は 、 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定

に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」

と 、 同 条 第 10 項 中 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 

                         、 次 条 第 
１ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 第 １ 項 

                        又 は 次 条 

１ 項 若 し く は 第 ５ 項 若 し く は 附 則 第 15 条 の ９ の ３ 第 １ 項 」 と あ る      
第 １ 項 若 し く は 第 ５ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 

の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 
に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 

１ 項 又 は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 
 

す る 次 条 第 １ 項 若 し く は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 
 

読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 ５ 項 
               」 と 、 「 既 に こ の 項 」 と あ る の は 
 

「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ 

の 項 」 と 、 「 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 条 第 

１ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 702 条 の ８ 第 １ 項 に お い て そ の 

例 に よ る も の と さ れ る 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と 、 「 第 ５ 項 
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の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 前 の 額 と し 、 

特 定 居 住 用 部 分 」 と あ る の は 「 特 定 居 住 用 部 分 」 と 、 「 あ っ て は 

こ の 項 」 と あ る の は 「 あ っ て は 、 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お 

い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と 

あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ 

て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 同 条 第 11 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 

「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 ２ 項 

」 と 、 同 条 第 12 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 

１ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 

「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 ９ 項 」 

と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ９ 項 」 と 

読 み 替 え る も の と す る 。 

  （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 

） 

第 13 条 の ８ の ３  法 附 則 第 15 条 の ９ の ２ 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 

定 は 、 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 等 の う ち 、 令 和 ４ 

年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 

等 住 宅 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 を い う 

。） 又 は 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 専 有 部 分 （ 同 条 第 ５ 項 に 規 定 

す る 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 専 有 部 分 を い う 。） と な っ た も の 

に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 

、 同 条 第 ４ 項 中 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 

条 例 」 と い う 。） 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 

準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の 
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８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 、 「 既 に こ 

の 項 」 と あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 

読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 次 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 

項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 項 」 と 、 「 あ っ て は 、 こ の 項 」 

と あ る の は 「 あ っ て は 、 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 

こ の 項 」 と 、 同 条 第 ５ 項 中 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13  

                                「 第 
 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 

                           「 第 

１ 項 若 し く は 次 条 第 １ 項 の 
           」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の 

１ 項 の 

２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 の 」 と 、 「 こ の 項 」

と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ り 、 「

同 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 702 条 の ８ 第 １ 項 に お い

て そ の 例 に よ る も の と さ れ る 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と 、 同

条 第 ６ 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １

項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 ２ 項 」 と 、 同 条 第 ７ 項 中 「 前 項

」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て

読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」 と あ る の は

「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ９  法 附 則 第 15 条 の 10 の 規 定 は 、 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 

に 関 す る 法 律 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 123 号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 要 安 全

確 認 計 画 記 載 建 築 物 又 は 同 法 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 要 緊 急
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安 全 確 認 大 規 模 建 築 物 に 該 当 す る 家 屋 （ 同 法 第 ７ 条 又 は 同 項 の 規

定 に よ る 報 告 が あ っ た も の に 限 り 、 同 法 第 ８ 条 第 １ 項 （ 同 法 附 則

第 ３ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 命 令

又 は 同 法 第 12 条 第 ２ 項 （ 同 法 附 則 第 ３ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 指 示 の 対 象 と な っ た も の を 除 く 。）  

             令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 
の う ち 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 か ら         ま で の 間 に 法 附 則 
             令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 

第 15 条 の 10 第 １ 項 に 規 定 す る 政 府 の 補 助 で 総 務 省 令 で 定 め る も の

を 受 け て 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 改 修 が 行 わ れ た

も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 中 「 受 け て 耐 震 改 修 」 と あ る の は

「 受 け て 耐 震 改 修 （ 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 改 修

を い う 。 以 下 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 附 則 第 13

条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 及 び 次 項 に お い

て 同 じ 。）」 と 、 「 耐 震 基 準 に 」 と あ る の は 「 法 附 則 第 15 条 の ９

第 １ 項 に 規 定 す る 地 震 に 対 す る 安 全 性 に 係 る 基 準 と し て 政 令 で 定

め る 基 準 に 」 と 、 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第

１ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 係 る 耐 震 基 準 適

合 家 屋 に あ っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 係 る 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に

あ っ て は 同 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で

定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る

算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 の 耐 震 基 準 適 合

家 屋 に あ っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 の 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ

て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第

２ 項 中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13

条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町
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村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す 

   附 則 第 13 条 の ６ の ５ 
る 条 例          に 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る 
   附 則 第 13 条 の ６ の ４ 

の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 

項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

  附 則 第 13 条 の ６ の ５ 
２           の 規 定 は 、 前 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す 
  附 則 第 13 条 の ６ の ４ 

る 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 税 の 減 額 を 受 け 

                         附 則 第 13  
よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 

附 則 第 13  

条 の ６ の ５ 
     中 「 同 項 」 と あ る の は 、 「 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お 

 条 の ６ の ４ 

い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る   

 も の と す る 。 

（ 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ） 

第 16 条 の ６  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

                               
３  自 家 用 の ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 で あ っ て 乗 用 の も の に 対 す る 第 72  

                               
 条 の ３ 第 ２ 号 及 び 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 軽 自 動 車 の 

                               
 取 得 が 令 和 元 年 10 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 行 わ れ 

                               
た と き に 限 り 、 こ れ ら の 規 定 中 「 100 分 の ２ 」 と あ る の は 、 「 10  

                                
 0 分 の １ 」 と す る 。 

（ 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 の 税 率 の 特 例 ） 

第 17 条  法 附 則 第 30 条 第 １ 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す 

る 当 該 軽 自 動 車 が 初 の 第 71 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 車 両 番 号 の 

       第 ４ 項 
指 定 （ 次 項 か ら    ま で に お い て 「 初 回 車 両 番 号 指 定 」 と い う 
       第 ８ 項 

。） を 受 け た 月 か ら 起 算 し て 14 年 を 経 過 し た 月 の 属 す る 年 度 以 後

の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 係 る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用
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に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄

に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。 

  （ 表 省 略 ） 

２  法 附 則 第 30 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 す る   

                         令 和 ４ 年 
第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 軽 自 動 車 が 
                         令 和 ２ 年 

４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で 
                の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 
４ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 31 日 ま で 

      当 該 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 
け た 場 合 に は 
      令 和 ３ 年 度 分 

年 度 分 
   の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 
 

中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句

と す る 。 

   （ 表 省 略 ） 

                               
３  法 附 則 第 30 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 （ ガ ソ リ ン 

                                   
 を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 

                               
 同 じ 。） の う ち 、 ３ 輪 以 上 の も の に 対 す る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 

                               
 適 用 に つ い て は 、 当 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 

                               
 令 和 ３ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 

                               
 令 和 ３ 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ 

                                   
 る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ 

        
る 字 句 と す る 。 

                                      

第73条第２号イ       3,900円   2,000円 

第73条第２号ウ       6,900円   3,500円 

   10,800円   5,400円 

   3,800円   1,900円 

   5,000円   2,500円 
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４  法 附 則 第 30 条 第 ４ 項 各 号 に 掲 げ る ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 の う ち 、 ３ 

                               
 輪 以 上 の も の （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。） に 対 す 

                               
 る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 

                               
 が 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 

                               
 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 令 和 ３ 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 

                               
 り 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ 

                   
れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。 

                               

第73条第２号イ       3,900円   3,000円 

第73条第２号ウ       6,900円   5,200円 

   10,800円   8,100円 

   3,800円   2,900円 

   5,000円   3,800円 

 
                               
５  法 附 則 第 30 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の う ち 、 

                               
 自 家 用 の 乗 用 の も の に 対 す る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て 

                               
 は 、 当 該 軽 自 動 車 が 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 ま で 

                             
 の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 令 和 ４ 年 度 分 の 軽 自 動 

                              
車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 当 該 軽 自 動 車 が 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 

                              
５ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 令 和 

                              
５ 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 第 ２ 項 の 表 の 左 欄 に 掲 げ 

                              
る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ 

       
る 字 句 と す る 。 

                               
６  法 附 則 第 30 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 （ 自 家 用 

                              
 の 乗 用 の も の を 除 く 。） に 対 す る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ 

                               
 い て は 、 当 該 軽 自 動 車 が 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 
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 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 令 和 ４ 年 度 分 の 軽 

                  
 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 当 該 軽 自 動 車 が 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 

                   
 令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 

                  
令 和 ５ 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 第 ２ 項 の 表 の 左 欄 に 

                        
掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 

                         
 掲 げ る 字 句 と す る 。 

３   附 則 第 30 条 第 ３ 項 
  法         の 規 定 の 適 用 の 対 象 と な る ３ 輪 以 上 の ガ ソ 
７   附 則 第 30 条 第 ７ 項 

       （ 法 第 446 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る ガ ソ リ ン 軽 自 
 リ ン 軽 自 動 車 
 

 動 車 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。）  
                      に 対 す る 第 73  

 

                               
条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 

              、 当 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 

                              
 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 

                           
                          、 当 

を 受 け た 場 合 に は 令 和 ４ 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 

                    令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 
該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら         ま 

                   令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 

                    、 当 該 初 回 車 両 番 号 
で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 

                   令 和 ５ 年 度 分      

指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 
                 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 

 

  同 号 イ 中 「 3,900 円 」 と あ る の は 「 2,000 円 」 と 、 同 号 ウ 中 「 
 限 り 、 
    第 ３ 項 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句   

 6,900 円 」 と あ る の は 「 3,500 円 」        
                と す る 。 

 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 

４   附 則 第 30 条 第 ４ 項 
 法         の 規 定 の 適 用 の 対 象 と な る ３ 輪 以 上 の ガ ソ 

８   附 則 第 30 条 第 ８ 項 

                               
 リ ン 軽 自 動 車 に 対 す る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 

                                                                      、 当      

                              
 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 ま 

                              
 で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 令 和 ４ 年 度 分 の 軽 自 

          
         、 当 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 

 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 

  令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 
 日 か ら         ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 

  令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 

  、 当 該 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 
 合 に は 

  令 和 ５ 年 度 分 

 分               同 号 イ 中 「 3,900 円 」 と あ る の は 
の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 
              第 ４ 項 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 
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 「 3,000 円 」 と 、 同 号 ウ 中 「 6,900 円 」 と あ る の は 「 5,200 円 」     
 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句   

と す る 。 

（ 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 の 特 例 ） 

第 18 条  市 長 は 、 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 の 賦 課 徴 収 に 関 し 、 ３ 輪 以 上 

              第 ４ 項 
 の 軽 自 動 車 が 前 条 第 ２ 項 か ら    ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け る ３ 
              第 ８ 項 

 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 該 当 す る か ど う か の 判 断 を す る と き は 、 国 土   

 交 通 大 臣 の 認 定 等 （ 法 附 則 第 30 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 国 土 交 通 

 大 臣 の 認 定 等 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） に 基 づ き 当 該 判 断 を 

 す る も の と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

３  前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 納 付 す べ き 軽 自 動 車 税 の 

                   100 分 の 35  
 種 別 割 の 額 は 、 同 項 の 不 足 額 に 、 こ れ に      の 割 合 を 乗 じ 

                 100 分 の 10  

て 計 算 し た 金 額 を 加 算 し た 金 額 と す る 。 

 

      横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

 第 33 条 の ５ 第 ２ 項 本 文 中 「 に よ っ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 項

た だ し 書 を 削 り 、 同 項 後 段 を 次 の よ う に 改 め る 。 

こ の 場 合 に お い て 、 そ の 納 税 者 に 未 納 の 徴 収 金 が あ る と き は 、

そ の 還 付 す べ き 税 額 は 、 法 第 17 条 の ２ の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す

る 市 町 村 徴 収 金 関 係 過 誤 納 金 と み な し て 、 同 条 第 ３ 項 、 第 ６ 項 及 

                              当 該 市 町 村 徴 
び 第 ７ 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る も の と し 、 
                          そ の 特 別 徴 収 

 収 金 関 係 過 誤 納 金 に よ り 、 そ の 納 税 者 の 未 納 に 係 る 徴 収 金 を 納 付 
 義 務 者 に つ い て 法 第 17 条 か ら 第 17 条 の ２ の ２ ま で の 規 定 の 適 用 は 

 し 、 又 は 納 入 す る こ と を 委 託 し た も の と み な す 
                               。 
な い も の と す る 

 第 33 条 の ５ の ７ 第 ２ 項 本 文 中 「 例 に よ っ て 」 を 「 例 に よ り 」 に 改
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め 、 同 項 た だ し 書 を 削 り 、 同 項 後 段 を 次 の よ う に 改 め る 。 

こ の 場 合 に お い て 、 そ の 特 別 徴 収 対 象 年 金 所 得 者 に 未 納 の 徴 収

金 が あ る と き は 、 そ の 還 付 す べ き 税 額 は 、 法 第 17 条 の ２ の ２ 第 １

項 第 ２ 号 に 規 定 す る 市 町 村 徴 収 金 関 係 過 誤 納 金 と み な し て 、 同 条

第 ３ 項 、 第 ６ 項 及 び 第 ７ 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る も の と 

   当 該 市 町 村 徴 収 金 関 係 過 誤 納 金 に よ り 、 そ の 納 税 者 の 未 納 に 
し 、    

   そ の 特 別 徴 収 義 務 者 に つ い て 法 第 17 条 か ら 第 17 条 の ２ の ２ ま 

係 る 徴 収 金 を 納 付 し 、 又 は 納 入 す る こ と を 委 託 し た も の と み な す 
で の 規 定 の 適 用 は な い も の と す る 

。 
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